
 

 

 

 

 

 

 

１　趣旨 

本県とテルモ株式会社（以下「テルモ」という。）は、県民の健康寿命の延伸について社会

全体で取り組むため、「健康寿命の延伸に関する連携協力協定」を締結します。 

生活習慣病予防の観点から、県民や医療専門識者等に広く健康増進に関する取組を行うこ

とを目的とする連携協力協定は、今回が初めてです。 

 

２　協定締結式 

・日　時：令和７年５月 26 日（月）14：30～15：00 

・出席者：広島県副知事　山根　健嗣 

テルモ株式会社　国内営業本部　中四国ブロック　広島支店長　津村　拓 

・場　所：県庁　北館２階　第１応接室 

 

３　協定に至る経緯等 

テルモでは、同社の持つ医療関係者とのネットワークや医療機器に関する高い専門性を活

用して、地域の医療従事者等の技術力向上に資する取組を推進するとともに、住民に対して

生活習慣病の予防に関する啓発を行うなど、健康増進・生活習慣病予防において地域の医療

課題の解決に向けて積極的に取り組んでいます。 

　　この度、テルモから、生活習慣病の予防に関する正しい知識の普及に向けた取組をはじめ、

健康増進に関する取組を継続的かつ効果的に行うことを目的として、健康寿命の延伸に関す

る連携協力協定の申出があったため、これを締結します。 

 

４　具体的な連携事項 

（１）県民に対する生活習慣病に係る正しい知識の普及啓発に関すること 

　　　・生活習慣病（循環器病、糖尿病、ＣＫＤ等）に関するイベントや県民公開講座等の企

画調整や運営、参画 

（２）医療専門職者等に対する生活習慣病に係る情報提供に関すること 

・生活習慣病（循環器病、糖尿病、ＣＫＤ等）に関する医療関係者等向け研修会の企画

調整や運営、参画、広報 

（３）健康増進・生活習慣病対策に関する普及啓発やイベントなど、広島県の事業への協力に

関すること 

　　　・広島県や広島県の委託する広島県脳卒中・心臓病等総合支援センターのイベント等へ

の協力 

（４）県民の健康増進に取り組む団体などの活動への支援に関すること 

　　　・「ひろしま健康づくり県民運動推進会議」への参画・協賛 
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（５）その他社会全体で広く県民の健康増進に取り組み、誰もが生き生きと安心して生活でき

る環境整備に関すること 

　　　・県の健康増進分野の周知活動への協力・支援 

 

５　県と他の団体等との類似の協定締結状況 

 (株)フレスタ、広島テレビ放送(株)、(株)中国新聞社、アクサ生命保険(株)、 

第一生命保険(株)※1、明治安田生命保険相互会社、SOMPO ひまわり生命保険（株）、 

日本生命保険相互会社及びあいおいニッセイ同和損害保険（株）※2、住友生命保険相互会社、 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1H31 年に包括連携協定締結、※2 令和４年度に包括連携協定締結 

 

【テルモの会社概要】 

 

 
（１）名　　称　テルモ株式会社 

（２）設　　立　1921 年(大正 10 年)９月 

（３）代 表 者　代表取締役会長　高木　俊明　代表取締役社長 CEO　鮫島　光 

（４）本　　社　東京都渋谷区幡ヶ谷 2－44－1（広島支店　広島市南区稲荷町 2－14 和光稲荷

町ビル 4階） 
 


